
No. 質問日 項目 質問 回答

1

平成30年9月26日

仕様書２０ページ
（１）アプリの開
発・公開

Android OS 5.0 以上対応
とし、「タブレット端末」は
対象とされますでしょう
か。

お見込みの通りです。

2

平成30年9月26日

仕様書２０ページ
（１）アプリの開
発・公開

Apple Developer Program
、Google play Developer
Consoleアカウントについ
て岐阜県様にて保有され
ていますでしょうか。保有
されている場合、本事業
での利用を希望致しま
す。その際、契約・維持に
係る経費は岐阜県様より
お支払いをお願い申し上
げます。

当県ではApple Developer Program
、Google play Developer Consoleア
カウントは保有しておりません。

3

平成30年9月26日

仕様書２０ページ
（１）アプリの開
発・公開

App store、Google Playへ
の公開は、Appおよび
Googleの審査に準拠いた
します。岐阜県様、弊社と
も、コントロールができま
せん。やむを得ず平成３１
年３月２０日（水）の公開
に間に合わない場合、協
議のうえ公開日決定する
ことは可能でしょうか。

仕様書のとおり、平成３１年３月２０
日（水）までにApp store、Google
Playから入手可能とするために、
必要な手続きを行っていただくこと
になります。

4

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（５）アプリの周知

ＰＲ用チラシはどこで配布
する予定ですか。

ご提案いただくアプリの周知の内
容をふまえ、観光客等に効果的に
ＰＲできる配布先を今後検討しま
す。

5

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（５）アプリの周知

ＰＲ用チラシはデータのみ
の納品で、平成３１年３月
２０日～３月３１日までのＰ
Ｒ期間に使用いたします
か。

ＰＲ用チラシはデータのみの納品
です。
なお、チラシによるＰＲ期間に定め
はありません。

6

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（５）アプリの周知

YouTube等、岐阜県様公
式チャネルはお持ちでしょ
うか。

当県にはYouTube等の公式チャン
ネルはありませんが、関ケ原古戦
場グランドデザイン公式サイト「み
る！しる！かわる！関ケ原」に動
画を載せるためのアカウントは保
有しています。

7

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（４）アプリの保守
管理

委託期間である平成３１
年３月３１日（日）までを示
されていますでしょうか。

県からの問い合わせについては、
平成３１年３月２９日（金）まで受
付、対応してください。
なお、ユーザーからの問い合わせ
については、平成３１年３月３１日
（日）まで受付、対応してください。

関ケ原古戦場アプリケーション制作業務委託　質問及び回答



8

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（４）アプリの保守
管理

エラーの記録、電話口で
の齟齬を無くす、正確な情
報の共有を目的にメール
による連絡を基本とするこ
とを要望いたします。如何
でしょうか。

アプリの不具合等の問い合わせに
ついては、迅速性を重視し、「県か
らの問い合わせについては、平日
（月から金まで。ただし、祝日・年末
年始は除く。）の午前９時００分から
午後５時００分までは原則電話に
より受付、対応すること。」とし、
メール利用は補完的な手法として
いただくこととしています。

9

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（４）アプリの保守
管理
・管理者側でリア
ルタイムに、アプ
リのダウンロード
数（ＯＳ別）、コン
テンツの閲覧数
などの利用実績
に関する情報を
閲覧できる管理
システムを提供
すること。

これらは一覧できる必要
はありますか。

形式は問いませんが、アプリのダ
ウンロード数（ＯＳ別）、コンテンツ
の閲覧数などの利用実績を示して
いただく必要があります。

10

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（４）アプリの保守
管理
・管理者側でリア
ルタイムに、アプ
リのダウンロード
数（ＯＳ別）、コン
テンツの閲覧数
などの利用実績
に関する情報を
閲覧できる管理
システムを提供
すること。

閲覧は別々の場所でも問
題ないでしょうか。（外部
の仕組みを活用予定）

閲覧場所につきましては、別々の
場所でも問題ありません。

11

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（４）アプリの保守
管理

「作業業務の汎用性」とは
何を指していますでしょう
か。

「作業業務の汎用性」とは、本委託
業務で制作するアプリケーションの
作成者でなくても、保守管理業務
をしやすいかどうかを指していま
す。

12

平成30年9月26日

仕様書２２ページ
（４）アプリの保守
管理

対応は「委託業務期間
（平成３１年３月３１日）」ま
でで宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

13

平成30年9月26日

募集要項１７ペー
ジ
企画提案書

委託業務仕様項目によ
り、ご提案させて頂きたい
内容の量が異なります。
項目により、指定枚数を
超えたり、指定枚数を超
えないことが想定されま
す。総枚数２１枚（業務実
績書は除く）と指定総枚数
と合致していれば企画提
案書として受理可能でしょ
うか。

各項目の指定枚数（片面印刷）の
とおり、企画提案書をご提出くださ
い。



14

平成30年9月26日

著作権特記事項
２５ページ
（成果物等の印
刷物、電子データ
等が入った納入
物の提供）

納入物にアプリケーション
ファイル及びソースコード
一式とありますが、これは
本業務のために開発する
機能に関するものと捉え
てよろしいでしょうか。例え
ば、ＡＲ機能や地図機能
など、既に開発者に公開
されている開発環境（ＳＤ
Ｋ）を入手することで、より
良い体験をお客様にご提
供することが可能です。但
し、こういった環境のソー
スコードは公開することが
不可能です。こういったＳ
ＤＫの利用は可能でしょう
か、不可能でしょうか。

既に開発者によって公開されてい
る開発環境（ＳＤＫ）につきまして
は、利用可能です。それにつきまし
て当県にソースコードの提供が不
可能の場合、必ずしも提供を求め
るものではございません。

15

平成30年9月27日

仕様書２２ページ
５　基礎資料

提案書作成にあたり、「必
見！関ケ原（仮題）」の内
容を事前に公開いただくこ
とは可能でしょうか。

「必見！関ケ原（仮題）」は発行前
のため、公開できません。

16

平成30年9月27日

仕様書２０ページ
（２）アプリのコン
テンツ制作
（イ）360°動画や
VR技術を活用し
た映像による戦
況解説機能

これまでに岐阜県様の方
で制作された、動画をご
提供いただくことは可能で
しょうか。もしくは、新たに
撮影などが必要でしょう
か。

基礎資料として県から提供する
データを利用いただき、必要なもの
は、新たに撮影、制作してくださ
い。

17

平成30年9月27日

仕様書２０ページ
（２）アプリのコン
テンツ制作
（エ）ウォーキング
ガイドマップ機能

地図作成の仕様につい
て、国土地理院を指定さ
れている理由がありました
ら、教えてください。また、
Googlemapなどを利用した
提案は可能でしょうか。
Googlemapを提案する理
由としましては、今後の多
言語化対応などを容易に
するためにご提案したいと
考えております。

当県で制作しました、関ケ原七武
将ウォーキングガイドマップは国土
地理院発行の地図を元に制作して
おり、マップとのイメージを合わせ
るため、地図作成の仕様として国
土地理院を指定しています。

18

平成30年9月27日

仕様書２０ページ
（１）アプリの開
発・公開

今回制作をするアプリ
ケーションは、受託者の名
前でGoogle Play、
App storeに申請・公開す
る事でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。



19

平成30年9月27日

仕様書２２ページ
５　基礎資料

空間データ、軍のシュミ
レーションデータは、提案
資料作成時に、提案者側
に内容を開示（データ提
供）していただくことはでき
ませんでしょうか。Unityで
制作をされている上記の
データの中身を把握しな
いことには、より良い提案
が難しいと考えておりま
す。

空間データ、軍のシミュレーション
データにつきましては、１０月３日
（水）より、希望事業者様に貸与し
ます。なお、貸与の際は電子デー
タ等借用に係る誓約書を提出して
ください。

20

平成30年9月28日

募集要項６ペー
ジ
２　評価会議

プレゼンテーションにおい
てパソコン、プロジェクター
等の機材の使用不可。提
出した資料のみでプレゼ
ンテーション実施、とのこ
とですが、スマートフォン
やタブレット端末を使用す
ることも認められませんで
しょうか。技術力やデザイ
ン力をご確認いただくため
には、実機にてご覧いた
だくことは重要かと考えて
おります。

プレゼンテーションの場において、
スマートフォンやタブレット端末を
使用し参考アプリとして、提案者
（＝アプリ制作の主体となる者）が
企画段階から携わって制作したア
プリで、本委託業務の参考となる
アプリを実演することは差し支えあ
りませんが、実演時間はプレゼン
テーション時間（２０分以内）に含ま
れます。なお、使用するスマート
フォン、タブレットは提案者が用意
してください。


